
建設委員会情報連絡 

令和４年４月１９日 

情報連絡件名 頁 

（１）都市建設部主要事業調書（主要工事・調査委託）について ・・・・・・・ ２

（２）足立区都市計画審議会の開催結果について ・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

（３）ユニバーサルデザイン推進計画に基づく施策の評価報告書について ・・・ ４

（４）足立北部地域舎人・古千谷本町地区地区計画等の

変更内容の周知について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

（５）公益信託あだちまちづくりトラスト助成金の申請受付開始について ・・・ ７

（６）花畑公園・桜花亭の指定管理者の選定について ・・・・・・・・・・・・１０

（７）大阪市北区で発生したビル火災を受けての区の対応について ・・・・・・１２

（８）密集市街地における防災まちづくりの取組みについて ・・・・・・・・・１３

【参考】 

≪交通網・都市基盤整備調査特別委員会報告事項≫ 

※ 資料は、交通網・都市基盤整備調査特別委員会（都市建設部）の報告資料にあり

（１）【追加】花畑周辺地域におけるバスの試験運行について

（２）【追加】東京女子医科大学附属足立医療センター利用者交通手段調査について

（３）【追加】危険なバス停対策の進捗状況について

（４）多様な交通手段の導入に向けた取組状況について

（５）はるかぜ路線に対する車両購入補助金の交付実績について

（６）竹ノ塚駅付近鉄道高架化の取組み状況について

（７）【追加】有楽町線（地下鉄８号線）に関する鉄道事業許可について

（都市建設部） 



建 設 委 員 会 情 報 連 絡

令和４年４月１９日 

件 名 都市建設部主要事業調書（主要工事・調査委託）について 

所管部課名 都市建設部都市建設課 

内 容 

 令和４年度都市建設部の事業を取りまとめた主要事業調書を作成したの

で、以下のとおり報告する。 

１ 主要事業の内容 

詳細は別添資料１のとおり 

ア 主要工事 ２４件 

イ 調査等委託 ３４件 

ウ その他（負担金、補助事業等） １８件 

合 計 ７６件 

問 題 点 

今後の方針 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和４年４月１９日 

件 名 足立区都市計画審議会の開催結果について 

所管部課名 都市建設部都市建設課 

内 容 

第７３回足立区都市計画審議会を開催したので、以下のとおり報告する。 

１ 日時・場所・出席委員数 

令和４年３月１７日（木） 午後２時００分～ 

区役所中央館８階 特別会議室  委員定数１８名中１７名出席 

※ 都市計画法に基づく審議会であり、議決が必要なため、新型コロナ

ウイルス感染症防止対策を施した上で開催した。

２ 議案 

（１）北綾瀬駅周辺地区関連

ア 北綾瀬駅周辺地区地区計画の決定（足立区決定）

イ 足立区環状七号線Ｃ地区沿道地区計画の変更（足立区決定）

ウ 高度地区の変更（足立区決定）

エ 防火地域及び準防火地域の変更（足立区決定）

オ 用途地域の変更（東京都決定）[東京都からの意見照会]

（２）舎人・古千谷本町地区関連

ア 足立北部地域舎人・古千谷本町地区地区計画の変更（足立区決定） 

イ 都市計画公園の変更（舎人三丁目第二公園の追加）（足立区決定） 

（３）防災街区整備方針の改定（東京都決定）[東京都からの意見照会]

３ 報告事項 

（１）辰沼一丁目地区の地区計画の策定について

４ 審議結果 

上記議案を付議した結果、足立区都市計画審議会において異議のない

ものと決定された。 

５ 都市計画決定・告示 

令和４年３月３０日（水） 

問 題 点 

今後の方針 

次回の都市計画審議会は、令和４年７月２１日（木）に開催を予定して

いる。 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和４年４月１９日 

件 名 ユニバーサルデザイン推進計画に基づく施策の評価報告書について

所管部課名 
都市建設部都市建設課 ユニバーサルデザイン担当課 

総務部総務課 福祉部障がい福祉課 

内 容 

令和４年３月１５日の建設委員会で報告した、ユニバーサルデザイン推

進計画の３１施策の評価結果について、評価報告書を作成したので報告す

る。（別添資料２参照） 

１ 評価報告書の内容 

ユニバーサルデザイン推進計画に基づき区が実施した、令和２年度の

３１施策について「ユニバーサルデザイン推進計画」「実績の評価」「施

策の評価結果」について詳細に記載した。 

２ 評価結果 

（１）施策の評価結果（施策数 ３１件）

評 価 5点 4点 3点 2点 1点 平均点 

令和元年度 0件 27件  4件 0件 0件 3.87 

令和 2 年度 7 件 21件  2件 1 件 0 件 4.10 

（２）今回の評価結果について

令和２年度は、各所管ができる範囲で課題解決に向けた工夫や努力

を行った行為が評価され、５点の評価が昨年度より大幅に増加し、平

均点が０．２３ポイント上昇する結果となった。 

３ 評価後の対応 

  評価委員からの個別施策に対する評価及び意見を担当所管へ伝え、今

後の所管課の各事業へ反映できるよう促していく。 

問 題 点 

今後の方針 

１ 評価結果を庁内に周知し、施策に反映していく。 

２ 今後も、ユニバーサルデザイン推進計画に基づく関連施策を着実に推 

進していく。 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和４年４月１９日 

件 名 足立北部地域舎人・古千谷本町地区地区計画等の変更内容の周知について 

所管部課名 
都市建設部都市建設課 まちづくり課 

道路公園整備室パークイノベーション推進課 

内 容 

足立北部地域舎人・古千谷本町地区地区計画において定められていた地区

計画公園の廃止及び都市計画公園新設の都市計画変更内容について、以下の

とおり周知を行ったので報告する。 

１ 都市計画変更の概要 

廃止した 

地区計画公園名 

新設した 

都市計画公園名 
所在 面積 

公園 4号 
舎人三丁目 

第二公園 
舎人三丁目 3番 約 3,500㎡ 

２ 告示日 

令和４年３月３０日 

３ 所在地 

４ 都市計画変更の決定内容周知について 

（１）対応方法  あだち広報掲載（令和４年１０日号）、 

まちづくりニュース（別添資料３参照）の配布 

（２）配 布 日  令和４年４月１６日～ 

尾
久
橋
通
り

舎人・古千谷本町地区 

舎人三丁目第二公園 
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（３）配布範囲  舎人・古千谷本町地区計画区域全域 

（４）配布部数  約７，９００部 

（５）配布方法  各戸ポスティング 

５ 今後の予定 

年  月 内 容 

令和 4年  6月 事業認可（都市計画公園） 

令和 4年 11月 生産緑地指定解除 

令和 4年 12月 用地取得 

問 題 点 

今後の方針 
用地取得後、地域の意見を聞きながら公園整備方針を検討していく。 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和４年４月１９日 

件 名 公益信託あだちまちづくりトラスト助成金の申請受付開始について 

所管部課名 都市建設部まちづくり課 

内 容 

 寄付金を原資とし、区民の自主的なまちづくり活動を応援する「公益信

託あだちまちづくりトラスト助成金制度」の受付を開始するため、以下の

とおり報告する。 

１ 事前相談・受付等 

（１）事前相談

令和４年４月８日（金）～令和４年５月１０日（火）

※ まちづくり課で事前相談を実施中

（２）受付

令和４年５月１０日（火）～令和４年６月１０日（金）

※ 三菱ＵＦＪ信託銀行へ郵送にて申請書類を提出

（３）審査

令和４年７月

（４）事業期間

令和４年９月～令和５年８月

２ 助成団体及び助成金制度の概要（別紙参照 Ｐ８～９） 

（１）助成団体

令和３年第１回 １２団体

令和３年第２回 １０団体

令和４年第１回 １１団体

（２）参考

公益信託あだちまちづくりトラストホームページ

問 題 点 

今後の方針 

申請受付の開始については、区ホームページ、広報、チラシ等により情

報発信を行う。 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和４年４月１９日 

件   名 花畑公園・桜花亭の指定管理者の選定について 

所管部課名 道路公園整備室パークイノベーション推進課 

内   容 

花畑公園・桜花亭の指定管理者の選定を以下のとおり実施するので報

告する。 

 

１ 指定期間 

令和５年４月１日～令和１０年３月３１日（５年間） 

 

２ 主な業務内容 

（１）施設の管理運営業務 

（２）有料施設等の利用・貸出等管理業務 

 

３ 所在地 

足立区花畑四丁目４０番１号 

 

 花畑公園・桜花亭  
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４ 今後の予定 

年  月 内  容 

令和4年4月上旬 
第1回選定等審査会 
選定審査に関する書類・基準の審議 

令和4年5月上旬 公募要項・様式等の発表・配布 

令和4年6月中～下旬 応募受付期間 

令和4年8月上旬 
第2回選定等審査会（第1次選定） 
書類審査 

令和4年8月下旬 
第3回選定等審査会（第2次選定） 
プレゼンテーション（候補者決定） 

令和4年9月 労働条件審査 

令和4年12月下旬 第4回定例会に議案上程 

 

 

 

 

 

 

問 題 点 

今後の方針 

事業者の応募を促すため、公募要領等の配布から応募締切までの期間を

昨年度（都市農業公園）より２週間ほど長くし、選定を行っていく。 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和４年４月１９日 

件  名 大阪市北区で発生したビル火災を受けての区の対応について 

所管部課名 建築室開発指導課 建築審査課 

内  容 

令和３年１２月１７日に大阪市北区で発生したビル火災を受け、国土交通

省より通知されていた緊急点検について、実施結果を報告する。 

１ 調査状況 

調査期間 
令和 4 年 1 月 7 日(金)～令和 4 年 3 月

3日(木) 

調査対象建築物 

消防法施行令（昭和 36年政令第 37号）

第 4 条の 2 の 2 第 2 号に該当する防火

対象物のうち延べ 1 万㎡以下の建築物

（消防庁が検査した物件） 

調査対象物件数 145件 

調査実施物件数 130件 

立入りできなかった物件数 15件 

２ 調査結果 

 合計 ※1 竪穴区画 ※2 直通階段 ※1、2両方 

明らかな違反 11件 6件 2件 3件 

障害物の設置 

・放置等 ※3 
50件 16件 11件 23件 

  ※１竪穴区画：安全に避難できるように階段や吹き抜け部分とその他の

部分を防火上区画する。 

※２直通階段：安全に避難できるように建物の最上階から 1階まで、階

段をわかりやすい位置に連続して設ける。 

  ※３ 劣化・損傷や障害物の設置・放置等により要求性能が毀損される

状態が確認された物件 

３ 改善指導について 

  調査時に口頭にて違反等の指摘、改善指導を行った。 

問 題 点 

今後の方針 

１ 重大な違反物件に対して文書での指導を行う。 

２ コロナ禍による店舗などの閉鎖により、建物所有者と連絡が取れず、立

入検査できなかった物件については、改めて調査を行う。 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和４年４月１９日 

件   名 密集市街地における防災まちづくりの取組みについて 

所管部課名 建築室建築防災課 

内   容 

密集市街地における防災まちづくりの取組み状況について、以下のとおり

報告する。 

 

１ 千住西地区まちづくり協議会（第１３回）の開催について 

  新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、書面開催となった。 

（１）資料発送日 令和４年２月７日（月） 

（２）対 象 者 まちづくり協議会員 ５１名 

（３）内   容 

ア 令和３年度密集事業の実績と来年度の進め方について 

イ プチテラス基本計画検討部会案について 

ウ まちづくりニュース案について 

エ 不燃化特区制度による更地にかかる固定資産税の減免について 

（４）主な質疑と意見 

  Ｑ１：不燃化を進めるため、木造の空き家の解体やプチテラスの整備

を進めてほしい。 

  Ａ１：不燃化特区制度の周知を図りつつ、町会や近隣の皆様の意見を

お聞きしながら引き続きプチテラスの整備を進めていく。 

  Ｑ２：プチテラスの基本計画案は、良い検討案である。 

  Ａ２：この基本計画の内容をふまえて、令和４年度に実施設計を行う。 

Ｑ３：まちづくりニュース案を見て、令和元年度と比較して現実化さ 

れてきた。 

  Ａ３：引き続き、地域の方々にご協力頂きながらまちづくりを進めて 

いく。 

 

２ 西新井駅西口周辺地区まちづくり協議会（第８０回）の開催について 

  新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、書面開催となった。 

（１）資料発送日 令和４年２月１６日（水） 

（２）対 象 者 まちづくり協議会員 ２６名 

（３）内   容 

ア 密集事業による令和３年度の実績について 

イ まちづくり新聞第４９号の案について 

ウ まちづくり関連の各所管課からの報告 
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（４）主な質疑と意見 

  Ｑ１：防災生活道路がなかなかつながらないように思う。 

  Ａ１：地権者の意向に沿って計画的に進めていく。 

  Ｑ２：まちづくり新聞について地元のまちづくりの様子が分かりやす

く大変ありがたい。 

  Ａ２：今後も引き続き見やすい紙面づくりに努めていく。 

  Ｑ３：補助第１３８号線その２工区の進捗状況は、時間を要している

印象。 

  Ａ３：用地買収に当初予定より時間を要した。ご理解いただきたい。 

 

３ 柳原防災まちづくり勉強会（第５回）の開催について 

  新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、書面開催となった。 

（１）資料発送日 令和４年２月１６日（水） 

（２）対  象  者  勉強会員（地元町会等） ２４名 

（３）内   容 

  ア 事例視察の振返り 

    勉強会員１２名が出席した、令和３年１２月１０日（金）実施の

北区志茂地区への事例視察について、以下のとおり報告した。 

  （ア）北区志茂地区の密集事業、防災街区整備地区計画及び防災街区

整備事業の概要 

  （イ）密集事業による道路拡幅及び公園整備事例 

  （ウ）防災街区整備事業による共同住宅整備事例 

  （エ）出席者アンケートの集計結果（別紙参照 Ｐ１７） 

  イ 各テーマの振返り 

    過去に勉強会で検討した３つのテーマ「道路・公園・避難・消火」

「住まい」「地域活動」の要点を再確認した。 

  ウ 防災まちづくり方針（案）の提案 

    令和４年度から密集事業等の検討を開始するにあたり、防災まち

づくり方針（案）として、「柳原らしさを活かした、誰もが安心して

生活できるまち」を提案した。 

  エ 今後の勉強会の進め方の確認 

    令和４年度のスケジュール案について、以下のとおり案内した。 

 実施予定内容 

4月～6月 柳原地区で実現可能な事業手法の整理 

7月～9月 拡幅道路（案）の選定 

10月～3月 拡幅道路（案）の沿道住民への説明 

 ※ 拡幅の意義及び補償制度等の説明 
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（４）資料確認結果 

   資料内容について、勉強会員から特に異議は寄せられなかった。以

下に意見の一部を記載する。 

  ア 道路拡幅は時間がかかるので、助成制度を活用した老朽家屋の解

体促進などによる不燃化を進めることが重要。 

  イ 要配慮者支援については、この勉強会で背負っていくのは重い課

題であり、勉強会の主旨とも異なる部分もある。 

  ウ 何のための道路拡張なのか明確化共有化し、日常生活でのクルマ

と人との接触事故を起こさない道路空間の設計が重要。 

  エ 柳原らしさを活かすために、商店街の活性化の検討が必要。 

  オ 特に公園等の整備にあたっては、子どもたちの意見を聴きたい。 

  カ 拡幅道路の選定の際には、関係する人には当事者として勉強会に

参加してほしい。 

 

４ 千住仲町地区まちづくり協議会（第６６回）の開催について 

  新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、書面開催となった。 

  なお、千住仲町地区の密集事業は令和４年度で終了となる。 

（１）資料発送日 令和４年２月１８日（金） 

（２）対  象  者  協議会員（地元町会等） ３９名 

（３）内   容 

  ア 令和３年度の活動の振返り 

    協議会及び二つの部会※の活動実績を確認した。 

    なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和３年度のイ

ベント等は中止となった。 

 ※ 高齢者の居場所づくりを検討する部会及びプチテラスの活用を

検討する部会 

  イ 令和４年度の協議会の進め方と活動内容の確認 

  （ア）協議会の体制 

  （イ）これまでの活動をまとめた冊子の作成 

  （ウ）密集事業終了後（令和５年度以降）の活動方法 

（４）資料確認結果 

   資料内容について、協議会員から特に異議は寄せられなかった。以

下に意見の一部を記載する。 

  ア コロナが終息するまでは活動を見合わせることが必要。 

  イ 協議会など高齢化が進んでいるので、今後の体制を検討すべき。

若い人の参加を期待するが、なかなか集まらない。 

 

５ 五反野駅周辺まちづくり勉強会（第９回）の開催について 

  新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、書面開催となった。 

（１）資料発送日 令和４年３月１０日（木） 

15



（２）対  象  者  勉強会員（地元町会等） １７名 

（３）内   容 

  ア 駅周辺の交通環境改善に関する考察 

  （ア）歩車道分離の条件など、道路構成に関する法令等の確認 

  （イ）ガードレールなど車両用防護柵の設置条件の確認 

  （ウ）道路及び沿道民間敷地等の一体的な活用事例の紹介 

  イ ファミリー世帯の誘導に関する考察 

  （ア）共同住宅に対する駐車場附置義務制度の確認 

  （イ）駅周辺における子育て・教育施設の配置状況等の確認 

  （ウ）荒川の利活用状況等の確認 

（４）資料確認結果 

   資料内容について、協議会員から特に意見は寄せられなかった。 

 

問 題 点 

今後の方針 

密集市街地整備事業等に関する情報の発信及び共有の場として、今後も

まちづくり協議会等を適宜開催し事業推進を図っていく。 
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北区志茂地区への事例視察に関するアンケート結果 

 視察終了後、北区志茂地区で実施している各事業について、柳原地区への導入を検

討すべきか等についてアンケートを実施した。結果は以下のとおり（有効回答数１１）。 

１ 密集事業の導入について 

・ 検討すべき ８名 

・ 検討すべきではない ０名

・ どちらともいえない ３名

２ 防災街区整備地区計画の導入について 

・ 検討すべき     ９名 

・ 検討すべきではない １名

・ どちらともいえない １名

３ 防災街区整備事業の導入について 

・ 検討すべき     ７名 

・ 検討すべきではない ０名

・ どちらともいえない ４名 ※無回答１名含む

４ その他 

・ 狭小住宅の解消は必要なので、各事業の検討が必要。

・ 柳原地区では、まずは拡幅道路の選定が重要。

・ 密集事業の導入は、住民の理解と協力が必要。

・ 密集事業のメリット・デメリットを整理し、メリットがデメリットを上回るこ

とを住民に理解してもらう努力が必要。

・ 災害に備えるため、地区計画によるルールが必要。

・ 共同住宅化は、柳原地区に住み続けたい人には良い。

・ 共同住宅化を実現するのは難しい。

 別紙 
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